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H35H36H29H30H31H32H33H34H27H28

次世代育成支援対策行動計画

世田谷区子ども条例推進計画

同調整計画

子ども・子育て支援事業計画

世田谷区子ども計画(第２期)

      子ども・子育て支援事業計画調整計画策定の趣旨 

 

（１）子ども・子育て支援事業計画調整計画策定の趣旨 
 

世田谷区では、子どもが健やかに成長・自立でき、また、安心して子どもを生み、育

て、子育てに夢や喜びを感じることができる地域社会の実現に向け、子どもや子育てに

ついての総合的な施策を進めることを目的として、平成27年3月に「世田谷区子ども

計画（第 2期）」を策定しました。この子ども計画（第 2期）に内包するかたちで、子

ども・子育て支援法に基づいて基礎自治体が定める法定計画である「子ども・子育て支

援事業計画」を策定しています。 

子ども・子育て支援事業計画では、平成 27年度から 31年度の幼稚園、保育所等の

就学前の子どもが利用する「教育・保育事業」やひろば事業（地域子育て支援拠点事業）、

一時預かり事業等の「子ども・子育て支援事業」の需要量見込みと、供給体制の確保の

内容及び実施時期を定めています。 

この確保の内容の計画的な推進により、平成 31年度までに区民ニーズに応える事業

量が確保できるとしていましたが、子ども・子育て支援事業計画の策定以降の2年間に

おいても、世田谷区の0から5歳の就学前の子どもの人口は平均して年800人以上増

え続けており、このままでは需要を満たすことができない状況にあります。そこで、新

たな手法を用いた人口推計を使用して修正を図り、世田谷区子ども・子育て会議に意見

聴取を行ったうえで、子ども・子育て支援事業計画調整計画を策定しました。 

 

 

（２）計画の期間 
 

計画期間については、これまでの支援事業計画の終期にあわせ、平成29年度から31

年度の3年間とします。 
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     圏域の設定 

 

子ども・子育て支援事業計画は、圏域を設定したうえで、圏域ごとに需要量見込みを

算出し、確保の内容を記載することとなっています。 

圏域は、これまでの計画から変更は行わず、下表のとおり設定しています。 

 

 年齢 保育の必要性 認定区分 利用対象施設 圏域 

教育・保育事業 

０～２歳 保育の必要性あり ３号認定 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 ５地域 

３～５歳 

保育の必要性あり ２号認定 
保育所 

認定こども園 

保育の必要性なし １号認定 
幼稚園 

認定こども園 
区全域 

子ども・ 

子育て支援事業 

    

 

 

 

 

     推計人口 

 

平成 28年度に、新たな手法を用いて人口推計を行った結果、次ページの表のとおり

となりました。旧手法の人口推計では、0から5歳の子どもの人口は概ね横ばいで推移

し、平成 30年度から減少に転じる見込みでした。直近の人口や社会移動を反映すると

ともに、新たな手法を用いた人口推計では、計画最終年度である平成 31年度まで人口

が増え続ける見込みとなっています。 

旧手法の人口推計との大きな乖離は0歳児人口、つまり出生数に表れており、その結

果、平成31年度までに限ると0から5歳の低年齢児人口について大きな影響が出たと

いえます。 

       

 

 

 

 

 

 

 

２ 

３ 
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H26の

推計
27実績 増加数

H26の

推計
28実績 増加数

H26の

推計

新たな

推計
増加数

H26の

推計

新たな

推計
増加数

H26の

推計

新たな

推計
増加数

0歳 6,965 7,577 612 6,962 7,605 643 6,998 7,713 715 6,976 7,756 780 6,952 7,814 862

1歳 7,160 7,486 326 7,179 7,624 445 7,176 7,772 596 7,215 7,881 666 7,192 7,925 733

2歳 7,259 7,222 -37 7,143 7,411 268 7,162 7,586 424 7,159 7,733 574 7,198 7,842 644

3歳 7,083 7,023 -60 7,239 7,153 -86 7,124 7,364 240 7,143 7,538 395 7,141 7,682 541

4歳 7,142 7,170 28 7,072 7,059 -13 7,229 7,169 -60 7,114 7,380 266 7,133 7,554 421

5歳 6,865 6,887 22 7,188 7,231 43 7,117 7,072 -45 7,275 7,183 -92 7,159 7,394 235

0-2歳 21,384 22,285 901 21,284 22,640 1,356 21,336 23,071 1,735 21,350 23,370 2,020 21,342 23,581 2,239

3-5歳 21,090 21,080 -10 21,499 21,443 -56 21,470 21,605 135 21,532 22,101 569 21,433 22,630 1,197

0-5歳 42,474 43,365 891 42,783 44,083 1,300 42,806 44,676 1,870 42,882 45,471 2,589 42,775 46,211 3,436

6歳 6,833 6,741 -92 6,900 6,967 67 7,224 7,280 56 7,153 7,120 -33 7,311 7,231 -80

7歳 6,646 6,719 73 6,865 6,819 -46 6,932 7,017 85 7,257 7,331 74 7,185 7,169 -16

8歳 6,328 6,320 -8 6,661 6,734 73 6,882 6,835 -47 6,950 7,032 82 7,275 7,348 73

9歳 6,263 6,275 12 6,359 6,377 18 6,695 6,782 87 6,917 6,882 -35 6,986 7,083 97

10歳 6,189 6,219 30 6,299 6,331 32 6,395 6,423 28 6,733 6,828 95 6,956 6,930 -26

11歳 6,247 6,248 1 6,214 6,280 66 6,323 6,372 49 6,420 6,465 45 6,759 6,873 114

6-11歳 38,506 38,522 16 39,298 39,508 210 40,451 40,709 258 41,430 41,658 228 42,472 42,634 162
0-11歳
人口 80,980 81,887 907 82,081 83,591 1,510 83,257 85,385 2,128 84,312 87,129 2,817 85,247 88,845 3,598

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

■ 平成26年の人口推計と新たな手法を用いた人口推計の比較 ■ 
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    需要量見込み及び確保の内容と実施時期 

 

調整計画の策定にあたっては、新たな手法を用いた人口推計を使用して、需要量見込

みを改めて算出しました。なお、今回の見直しに当たってニーズ調査は実施せずに、平

成25年8月に実施したニーズ調査の結果をそのまま使用しています。 

需要量見込みは、法定計画として国の手引きに準拠し、ニーズ調査に基づき算出して

おり、「現在は利用していないが、必要となったら利用したい」といった潜在需要を含ん

でいます。原則として、ニーズ調査から算出する利用意向率（対象者のうち、当該事業

を利用したいと考えている人の割合）に各年度の人口を乗じて求めるもので、今回、過

年度となる平成27年度も含め31年度までの5ヶ年分について、新たな手法を用いた

人口推計を使用して需要量見込みを算出しました。特徴としては、人口推計の乖離の影

響が低年齢児ほど大きいことから、低年齢児を対象とした事業ほど需要量見込みが増加

しています。 

確保の内容は、年度末（または翌年度4月1日時点）までに、どのくらいの数（定員

や施設数等）を確保するかという、年度ごとの目標となる数値です。 

したがって、計画期間である平成 29年度から 31年度について、目標となる数値で

ある確保の内容を記載しています。そのうえで、教育・保育事業については、平成 27

年度の欄には平成28年4月1日時点の実績を、平成28年度の欄には平成29年4月

1日時点の実績見込みを記載しています。また、子ども・子育て支援事業については、

原則として平成 27年度の欄には平成 27年度末の実績を、平成 28年度の欄には平成

28年度末の実績見込みを記載しています。 

なお、需要量見込み、確保の内容ともに、表中のカッコ内には、これまでの計画数値

を記載しています。 

 

 

（１）教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期 
 

① 幼稚園、認定こども園教育標準時間利用による確保の内容と実施時期 

就学前の子どもの推計人口の増加に伴い、幼稚園、認定こども園教育標準時間利用

に対する需要量見込みも増加しました。しかし、推計人口がピークとなる平成 31年

度の需要量見込み12,810人についても、これまでの計画の確保の内容13,446人に

より満たすことができるため、変更しないこととします。 

なお、確保総計に変更はありませんが、平成2７年度の実績として記載したとおり、

新制度に移行しない幼稚園の定員が減少しています。これは、認定こども園への移行

や廃園によるもので、今後の確保については、子ども・子育て支援新制度の給付対象

施設による確保が見込まれるため特定教育・保育施設の確保の内容を増やしています。 
 

４ 
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２号
認定

２号
認定

２号
認定

２号
認定

２号
認定

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

11,481 568 11,576 575 11,658 581 11,917 596 12,200 610

(11,394) (564) (11,611) (576) (11,594) (575) (11,625) (576) (11,574) (573)

区外利用－区内利用
※３

確保総計

平成27年度
(H28.4)（実績）

平成28年度
(H29.4)（見込）

平成29年度
(H30.4)

平成30年度
(H31.4)

平成31年度
(H32.4)

１号
認定

1号
認定

1号
認定

1号
認定

1号
認定

1,803 1,855 2,054 2,054 2,054

10,180 10,180 10,180 10,180 10,180

1,212 1,212 1,212 1,212 1,212

13,195 13,247 13,446 13,446 13,446

特定教育・保育施設※１

(10,570)

確
保
の
内
容

12,049

需要量見込み需
要
量

見
込
み 需要量見込み総計

(11,958)

12,151

(12,187)

12,239

(12,169)

12,513

(12,201)

12,810

(12,147)

新制度に移行しない

幼稚園※２

(1,664) (1,664) (1,664) (1,664) (1,664)

(10,570) (10,570) (10,570) (10,570)

※1 本表の「特定教育・保育施設」は、子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」と記載）の給付対象として確認を

受けた幼稚園及び認定こども園の教育時間利用枠を指しています。 

※2 確保の内容については、※1の特定教育・保育施設による確保と、1号・2号等の認定を必要としない「新制度

に移行しない幼稚園」に分けて記載することになっています。今後の新制度への移行については、事業者の意

向の確認ができていないため、平成28年度時点で移行していない幼稚園にかかる確保数を記載しています。 

※3 世田谷区に住居のある方で区外の幼稚園等を利用している方を加え、世田谷区以外に住居のある方で区内の

幼稚園等を利用している方を減じています。 

 
 
② 保育所、認定こども園保育時間利用、地域型保育事業による確保の内容と実施時期 

保育所等の需要量見込みについては、新たな手法を用いた人口推計を使用するとと

もに、平成28年3月から4月における認可保育所の2歳児以降の進級率を適用させ

て算出しており、その結果、0歳、1-2歳、3-5歳の全ての階層で増加しました。 

確保の内容については、算出した需要量見込みを踏まえつつ、平成 28年 4月時点

の保育施設在籍児童数と入園申込児童数（顕在化している保育需要）を基に算出した

待機児童解消に向けて確保すべき定員数を確保の内容として定めています。待機児童

の大部分を占める低年齢児に特化した施設・事業の整備を、これまでの計画以上に進

めるとともに、平成 29年度以降は、3-5歳の確保の内容に余剰が生じることを踏ま

え、認可外保育施設の3-5歳の枠を0歳、1-2歳の枠に振り替えています。 

また、1-2歳の需要量見込みを大きく上回る確保の内容とすることにより、現在、

保育所に入るために希望を前倒しして 0歳で入園を申し込んでいる方が、安心して希

望する時期に申込みができる環境を整えます。こうした取組みによって確保の内容を

実現することで計画期間内に待機児童の解消を図ります。 
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  平成27年度（実績） 平成28年度（見込） 

  ０歳 
(３号) 

1-2歳 
(３号) 

3-5歳 
(２号) 

０歳 
(３号) 

1-2歳 
(３号) 

3-5歳 
(２号)   

需要量 

見込み※1 

3,212 

(2,917) 

6,773 

(6,577) 

9,116 

(9,070) 

3,196 

(2,915) 

6,868 

(6,531) 

9,136 

(9,222) 

確 
保 
の 
内 
容 

※2 

教育・ 

保育施設 

941 

(1,054) 

4,531 

(4,843) 

7,950 

(8,323) 

1,145 

(1,234) 

5,205 

(5,274) 

9,101 

(9,089) 

地域型保 

育事業所 

39 

(73) 

120 

(188) 
 

75 

(109) 

192 

(260) 
 

認可外 

保育施設 

523 

(508) 

1,464 

(1,401) 

366 

(447) 

562 

(488) 

1,557 

(1,388) 

183 

(426) 

計 
1,503 

(1,635) 

6,115 

(6,432) 

8,316 

(8,770) 

1,782 

(1,831) 

6,954 

(6,922) 

9,284 

(9,515) 

確保総計 15,934 (16,837) 18,020 (18,268)  

前年度からの 
拡大量 

1,259 2,086（1,431） 

整備計画の 

内訳※3 

低年齢児保育施設 227 

就学前までの保育施設 1,366 

低年齢児保育施設 250 

就学前までの保育施設 1,893 

 

※1 子ども・子育て支援法に基づく法定計画として、国の手引きに準拠して算出（潜在需要を含みます）。 

※2 平成28年4月時点の保育施設在籍児童数と入園申込児童数（顕在化している保育需要）を基に、新たな手法

を用いた人口推計による人口増を考慮し、待機児童解消に向け確保すべき定員数。 

※3 低年齢児保育施設は地域型保育事業のほか、認可保育所分園、保育室、保育ママ、認証保育所がこれにあ

たります。また、平成 27年度は認可外保育施設から認可施設への移行による定員減等、平成 28年度以降は

既存の認可外保育施設の定員振替（3-5歳→0歳、1-2歳）等により、「前年度からの拡大量」と「整備計画の内

訳」は一致しません。 

  平成29年度 平成30年度 平成31年度 

  ０歳 
(３号) 

1-2歳 
(３号) 

3-5歳 
(２号) 

０歳 
(３号) 

1-2歳 
(３号) 

3-5歳 
(２号) 

０歳 
(３号) 

1-2歳 
(３号) 

3-5歳 
(２号)   

需要量 

見込み※1 

3,241 

(2,930) 

7,014 

(6,537) 

9,220 

(9,232) 

3,260 

(2,921) 

7,133 

(6,550) 

9,443 

(9,251) 

3,286 

(2,911) 

7,206 

(6,556) 

9,669 

(9,262) 

確 
保 
の 
内 
容 

※2 

教育・ 

保育施設 

1,335 

(1,348) 

5,723 

(5,551) 

9,758 

(9,641) 

1,467 

(1,366) 

6,056 

(5,587) 

10,097 

(9,707) 

1,599 

(1,384) 

6,389 

(5,623) 

10,436 

(9,773) 

地域型保 

育事業所 

123 

(145) 

288 

(332) 
 

171 

(217) 

384 

(476) 
 

219 

(289) 

480 

(620) 
 

認可外 

保育施設 

622 

(527) 

1,695 

(1,489) 

0 

(283) 

640 

(555) 

1,749 

(1,564) 

0 

(141) 

658 

(583) 

1,803 

(1,639) 

0 

(0) 

計 
2,080 

(2,020) 

7,706 

(7,372) 

9,758 

(9,924) 

2,278 

(2,138) 

8,189 

(7,627) 

10,097 

(9,848) 

2,476 

(2,256) 

8,672 

(7,882) 

10,436 

(9,773) 

確保総計 19,544 (19,316)  20,564 (19,613) 21,584 (19,911)  

前年度からの 
拡大量 

1,524（1,048） 1,020 (297) 1,020（298） 

整備計画の 

内訳※3 

低年齢児保育施設 406 

就学前までの保育施設 1,175 

低年齢児保育施設 406 

就学前までの保育施設 614 

低年齢児保育施設 406 

就学前までの保育施設 614 
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平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

11 16 16 16 16

(11) (11) (11) (11) (11)

7 13 14 16 16

(7) (8) (9) (11) (11)

前年度比 6 1 2 0

需要量見込み（ヶ所）

確保の内容 　（ヶ所）

（２）子ども・子育て支援事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期 

 

① 利用者支援に関する事業 

１）事業概要 

子ども及びその保護者等、または妊娠している方が、教育・保育施設や地域の子育

て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な場所で情報提供及び相談・助言等を行

うとともに、関係機関との連絡調整等の地域連携を実施する事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

これまでの計画では、各総合支所生活支援課(5ヶ所)で「特定型」※１を実施する

ほか、身近な集いの場であるおでかけひろばで「基本型」※２を各地域１ヶ所ずつ(5

ヶ所)での実施を目指すとともに、センター機能を担う「基本型」(1ヶ所)を加えた

11ヶ所を需要量見込みとして設定し、平成30年度までに確保するとしています。 

区では、妊娠期から切れ目なく支える相談支援体制の強化を図るため、利用者支援

事業「母子保健型」※３として世田谷版ネウボラを平成28年7月から各地域1ヶ所

(5ヶ所）で実施したことから、28年度以降の需要量見込み、確保の内容とも5ヶ所

ずつ上方修正し、計16ヶ所を平成30年度までに確保します。 

 
 
 
 
 
 
 

※１ 主に市区町村の窓口等で保育等に関する情報提供及び相談・助言を行う事業類型。 

※２ 主にひろば等で情報提供、助言・相談等に加え、地域連携もあわせて行う事業類型。 

※３ 保健師等の専門職が妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する妊産婦等からの相 

談に応じ、継続的な支援を行う事業類型。 
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平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

3,725 3,787 3,838 3,906 3,969

(3,648) (3,675) (3,677) (3,683) (3,674)

3,044 3,350 3,650 3,840 4,030

(3,000) (3,350) (3,700) (3,700) (3,700)

前年度比 306 300 190 190

需要量見込み（人）

確保の内容　 （人）

平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

5,516 5,727 5,893 5,991 6,065

(5,523) (5,696) (5,867) (5,956) (6,072)

2,158 2,186 2,265 2,331 2,411

(2,153) (2,176) (2,247) (2,323) (2,388)

5,616 5,727 5,893 5,991 6,065

(5,523) (5,696) (5,867) (5,956) (6,072)

前年度比 111 166 98 74

需要量見込み（人）
　低学年

需要量見込み（人）
　高学年

確保の内容　 （人）
　低学年

② 延長保育（時間外保育事業） 

１）事業概要 

保育所等において、通常の開所時間（11時間）を超えて保育を行う事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

定期利用者と都度（スポット）利用者の割合を勘案して算出した需要量見込みに対

して、保育所等の新規整備に伴って延長保育の定員を設定することにより、平成 31

年度までに確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業） 

１）事業概要 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後

や長期休暇中に適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る事業です。区で

は、小学校内での放課後の自由な遊び場であるＢＯＰ事業と一体的に運営を行ってい

ます。 

２）調整計画の確保の内容 

低学年（1～3年）については、定員を設けることなく条件を満たしている児童の

受け入れを行っており、今後も各年度の需要量見込みに対応していきます。 

高学年（4年生以上）については、ＢＯＰ、児童館で、児童の成長に合わせ継続し

てゆるやかな見守りを実施するとともに、プレーパーク等を含めた地域の居場所にお

いて、大人の目が入った見守りを展開することを通じて対応をしています。また、配

慮が必要な児童に対しては、学童クラブ事業を6年生まで実施します。 
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平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

830 844 855 870 885

(813) (819) (819) (821) (819)

2,555 2,555 2,555 2,555 2,555

(2,555) (2,555) (2,555) (2,555) (2,555)

前年度比 0 0 0 0

需要量見込み（人日）

確保の内容　 （人日）

平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

8,077 8,105 8,213 8,256 8,314

(7,465) (7,462) (7,498) (7,476) (7,452)

確保の内容（人） 7,833 8,105 8,213 8,256 8,314

前年度比 272 108 43 58

38 38 38 38 39

(38) (38) (38) (38) (38)

前年度比 0 0 0 1

5 5 5 5 5

(5) (5) (5) (5) (5)

前年度比 0 0 0 0

需要量見込み（人）※

確保の内容
　 委託訪問指導員

確保の内容
　 嘱託訪問員

④ ショートステイ事業（子育て短期支援事業） 

１）事業概要 

保護者の疾病等により、一時的に児童を養育することが困難となった場合に、児童

養護施設等で短期間保護する事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

現在、1歳から12歳の子どもを対象とした「子どものショートステイ」と0歳児

を対象とした「赤ちゃんショートステイ」を実施しており、見直し後の需要量見込み

に対応できる確保がされているため、これまでの体制を維持します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 乳児期家庭訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業） 

１）事業概要  

生後4か月に至るまでの乳児がいる家庭へ、保健師又は乳児期家庭訪問指導員（助

産師等）が家庭訪問を行い、乳児の発育・発達状況や育児環境の把握を行うとともに、

地域の保健サービス等の情報提供を行う事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

確保の内容については、訪問率 100％を目指し、これまでの委託訪問指導員、嘱

託訪問員を合わせた 43人の体制で約 8,000人の訪問を行っている実績を鑑み、平

成27年度比で237人増加する平成31年度に、委託訪問指導員1名を加算する確

保の内容とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 人口推計の基となる住民基本台帳における 0歳児人口と出生数には乖離が生じるため、需要量見込み
の設定にあたっては、0歳児人口に500人を加算して設定しています。 
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平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

142 145 148 151 154

(109) (117) (125) (133) (142)

確保の内容（件） 142 145 148 151 154

前年度比 3 3 3 3

13 14 14 14 14

(14) (14) (14) (14) (14)

前年度比 1 0 0 0

需要量見込み（件）

確保の内容※

　委託事業者数

平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

350,311 355,154 361,617 365,846 369,017

(333,608) (332,352) (333,313) (333,341) (333,019)

57 58 60 60 61

(52) (52) (52) (52) (52)

確保の内容　 （人日） 289,167 308,367 332,367 351,567 370,767

前年度比 19,200 24,000 19,200 19,200

44 48 53 57 61

(44) (48) (50) (51) (52)

前年度比 4 5 4 4

需要量見込み（人日）※１

需要量見込み（ヶ所）

確保の内容　 （ヶ所）※２

⑥ 養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業（養育支援訪問事業） 

１）事業概要 

子どもの養育が困難と認められる世帯に対し、一定期間ホームヘルパーを派遣する

ことにより、虐待予防及び当該世帯の自立を支援する事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

確保の内容については、これまでの計画と同数の委託事業者数とします。 

 
 
 
 
 

※ 需要量見込みに対応できる委託事業者等の体制を記載することとされています。 

 
 
⑦ ひろば事業（地域子育て支援拠点事業） 

１）事業概要 

子育て中の親子が気軽に立ち寄り、交流できる場で、子育て相談や子育て情報の提

供を通して、子育てに対する不安の解消や負担感の軽減、地域の子育て支援機能の充

実を図る事業です。区では、児童館や子育てステーション、おでかけひろばなどで事

業を実施しています。 

２）調整計画の確保の内容 

平成27年度の44ヶ所の年間延べ利用実績や今後整備することとなるおでかけひ

ろば1ヶ所あたりの規模や平均的な年間延べ利用人数等を勘案すると、平成31年度

の需要量見込み延べ 369,017人を満たすためにはあと 17施設が必要であるため、

平成31年度までに61ヶ所を確保します。 

 
 
 
 
 
 

 

※１ ニーズ調査（利用意向調査）に基づき、必要とされる年間延べ利用人数を記載することとされています。 
※２ 需要量見込みを満たす箇所数を記載することとされています。 
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平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

359,025 365,207 367,967 376,415 385,425

(359,175) (366,161) (365,670) (366,715) (365,020)

338,400 350,156 361,912 373,668 385,425

(304,904) (319,933) (334,962) (349,991) (365,020)

前年度比 11,756 11,756 11,756 11,757

需要量見込み（人日）

確保の内容　 （人日）

平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

198,338 201,670 205,344 208,325 210,515

(191,090) (190,853) (191,186) (191,464) (191,243)

125,780 162,500 176,000 188,300 199,100

(139,250) (162,500) (185,700) (188,000) (190,250)

前年度比 36,720 13,500 12,300 10,800

　※１7,032 22,709 26,248 26,671 27,094

(16,701) (18,219) (19,737) (21,255) (22,775)

前年度比 5,677 3,539 423 423

確保総計（①＋②） 142,812 185,209 202,248 214,971 226,194

需要量見込み（人日）

確保の内容　 （人日）
　一時預かり…①

確保の内容　 （人日）
　ファミリー・サポート・
　 　センター事業…②

⑧ 一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所そ

の他の場所において、一時的に預かる事業です。子育て中の親のリフレッシュ等育児

負担の軽減を図るため、理由を問わずに子どもを短時間預かる事業や、幼稚園の預か

り保育事業を含めて、一時預かり事業としています。 

一時預かり事業については、幼稚園等に通園する児童を対象とした「幼稚園による

一時預かり」と「その他の一時預かり」に分けて需要量見込み及び確保の内容を記載

することとなっています。 

 

ⅰ 幼稚園による一時預かり 

幼稚園による一時預かりについては、平成31年度の年間延べ385,425人という

需要量見込みに対し、平成27年度の実績延べ338,400人との差を4年間で解消し

ます。区立幼稚園全園での預かり事業の実施を目指すとともに、私立幼稚園独自の預

かり保育事業や一時預かり事業（幼稚園型）、区独自の預かり事業等の拡充により確

保します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅱ その他の一時預かり 

その他の一時預かりについては、保育所等の一時保育とファミリー・サポート・セ

ンター事業をあわせて確保することとしています。 

需要量見込みに対して、保育所等における一時保育の拡充とファミリー・サポー

ト・センター事業の充実を中心に、平成3０年度までに確保します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 平成27年7月から平成28年3月までの9ヶ月間の実績 
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平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

41,612 42,964 44,575 45,297 46,031

(41,636) (42,786) (44,289) (45,151) (45,920)

※2,725 3,765 4,079 4,393 4,707

(3,451) (3,765) (4,079) (4,393) (4,707)

前年度比 1,040 314 314 314

需要量見込み（人日）

確保の内容　 (人日）

平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

25,737 26,062 26,242 26,729 27,167

(23,869) (24,034) (24,052) (24,095) (24,035)

20,100 20,100 23,100 25,800 27,300

(17,400) (19,200) (21,000) (22,800) (24,100)

前年度比 0 3,000 2,700 1,500

需要量見込み（人日）

確保の内容　 （人日）

⑨ 病児・病後児保育事業 

１）事業概要 

保育所等に通っている乳幼児が病気やケガ等で集団保育が困難な時期に、専門施設

において一時的に保育を行う事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

需要量見込みに対して、平成31年度までに確保します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ ファミリー・サポート・センター事業＜就学児＞（子育て援助活動支援事業） 

１）事業概要 

子育てのサポートを受けたい方（利用会員）と援助協力が可能な方（援助会員）の、

相互援助を行う仕組みに関する連絡・調整を実施する事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

平成27年7月から当事業を実施し、9ヶ月間の実績は延べ2,725人でした。こ

の実績を 12ヶ月に換算すると延べ 3,633人であり、これまでの計画で定める確保

の内容と同程度であるため、これまでの計画の確保の内容のままとします。 

なお、ニーズ調査に基づき算出した需要量見込みについては、選択できる事業が少

ないことから潜在ニーズが過大に表れており、この間の利用申込みの状況とは大きく

乖離しています。利用実態を踏まえると、平成 31年度の確保の内容延べ 4,707人

をもって、実際のニーズに応えられる内容と捉えています。 

 

※ 平成27年7月から平成28年3月までの9ヶ月間の実績 
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平成27年度
（実績）

平成28年度
（見込）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

9,022 9,055 9,184 9,235 9,304

(8,940) (8,940) (8,940) (8,940) (8,940)

確保の内容 実施場所：都内契約医療機関

需要量見込み（人）※

⑪ 妊婦健診事業 

１）事業概要 

妊婦に対して実施する妊婦健康診査の14回分の費用の一部を負担する事業です。 

２）調整計画の確保の内容 

確保の内容については、需要量見込みに対応できる実施医療機関を記載することと

なっており、これまでの都内契約医療機関で実施する体制を維持することで対応を図

ります。 

 
 
 
 
 
 

※ 平成27年度の妊娠届出数を基に、0歳児の推計人口の増加率を乗じて算出 
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